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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年２月３日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 北海道えりも町えりも港南西方沖 

 えりも港南外防波堤西灯台から真方位２０７°２.５海里（Ｍ）付 

 近 

 （概位 北緯４１°５８.６′ 東経１４３°０６.９′） 

事故の概要  漁船第八十八幸
こう

盛
せい

丸は、南西進中、また、漁船第三十八朝日
あ さ ひ

丸は、

揚網しながら漂泊中、両船が衝突した。 

 第八十八幸盛丸は、バルバスバウに破口を伴う凹損等を生じ、ま

た、第三十八朝日丸は、右舷中央部外板に破口を生じて浸水し、沈没

した。 

事故調査の経過  令和２年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ａ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第八十八幸盛丸、５.３トン 

   ＨＫ２－２３３１８（漁船登録番号）、一般社団法人北海道漁

船リース 

   １１.９０ｍ（Lr）×３.００ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４５０kＷ、平成４年８月 

第２００－４１０６８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第三十八朝日丸、２.６トン 

   ＨＫ３－１１３６７９（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.１８ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数６０、平成元年８月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０月１０月９日 

    免許証交付日 平成２９年５月２２日 

           （令和４年６月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月９日 
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    免許証交付日 平成２９年３月２４日 

           （令和４年５月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに破口を伴う凹損、船底部外板に凹損等 

Ｂ 右舷中央部外板に破口（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約１ｍ 

日出時刻：０６時３９分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、令和２年２月３日０６時２５

分ごろ、すけとうだら固定式刺し網漁の目的で、法定灯火を表示し

て、えりも港を出港した。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の背もたれ付きの椅子に腰を掛けて単独で

操船に当たり、港口を通過後、港口の西方０.２Ｍ付近に達し、針路

を南西方に向け、いつものように、えりも港の西方及び南方にある定

置網の間（以下「本件水路」という。）を航行することとした。 

 船長Ａは、港口の西方０.２Ｍ付近を航行中、目視及び４Ｍレンジ

としたレーダーにより、周囲を確認し、前路に他船を見掛けなかった

ので、自動操舵により本件水路を航行する針路に定めて、約１８ノッ

ト（kn）の対地速力に増速し、南西進を開始した。 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 操舵室の状況 

 

 船長Ａは、ＧＰＳプロッターに表示させた過去の操業ポイントを見

て、どこで操業するかを検討しながら操船していたところ、０６時４

０分ごろ、Ａ船の船首部がＢ船の右舷中央部に衝突し、Ｂ船上にＡ船

が乗り上がった。 

船長Ａは、衝突の衝撃が小さかったものの、右舷方にＢ船の操舵室

が見えたのでＢ船と衝突してＢ船上に乗り上げたことを認め、所属漁

業協同組合の救難所所属の僚船に無線通信で救助を要請した。 

 Ａ船は、僚船によりＢ船上から引き下ろされ、浸水もなく航行可能

であったので、Ａ船に移乗してきたＢ船の乗組員と共に、えりも港に

帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員１人が乗り組み、０６時１５分ごろ、た
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ら刺し網漁の目的で、法定灯火を表示してえりも港を出港し、０６時

３５分ごろ、同港南西方沖の漁場に到着した。 

 船長Ｂは、０.２５Ｍレンジとしたレーダーで周囲に他船がいない

ことを確認して、船首部にある操舵室から同室後方の甲板に移動し、

左舷中央部にある揚網機の側に操船リモコンを置いて操業準備を行っ

た。 

 Ｂ船は、船首を北西方に向け、主機を中立とした漂泊状態で、甲板

員が左舷側を向いて揚網機を操作し、船長Ｂが揚網した網から魚を外

す作業分担で、揚網を始めた。 

 船長Ｂは、数分ほど視線を下に向けて作業中、他船の航走音を認め

て右舷方を見たところ、約２０ｍの距離まで接近したＡ船に気付き、

甲板員に「逃げろ」と叫んで船尾方に数歩移動した直後、Ｂ船の右舷

中央部にＡ船の船首部が衝突した。 

 Ｂ船乗組員は、Ａ船乗組員に救助され、Ａ船に移乗した。 

Ｂ船は、Ａ船が引き下ろされた後、衝突場所付近で沈没した。 

 本事故の発生は、救難所所属の僚船から、漁業協同組合を通じて、

海上保安庁に通報された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本件水路が、えりも港に入出港する船舶の水路となって

おり、これまで、本件水路及び本件水路の出入口付近で操業中の他船

を見掛けたことがなかったので、本件水路及び本件水路の出入口付近

に操業中の他船はいないと思っていた。 

船長Ａは、針路を定める前に周囲を確認した際、ふだんより多く船

尾に積載していた漁網により、船首が浮上して船首方が見えにくい状

態だったので、前路で漂泊中のＢ船に気付かなかったのではないかと

本事故後に思った。 

 Ｂ船は、所属漁業協同組合から、えりも港南西方沖をたこ
．．
箱漁の漁

場として割り当てられており、同漁場付近で、毎年１～３月の間、好

天が数日続くと予想される月に数回のみ、刺し網漁を行っていた。 

 船長Ｂは、本件水路が、えりも港に入出港する船舶の水路となって

いることを知っていたが、これまで操業中、航行中の他船が操業中の

Ｂ船を避けてくれていたので、支障ないと思っていた。 

Ｂ船の乗組員は、いずれも固型式の救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、えりも港南西方沖において南西進中、船長Ａが、前路に他

船がいないと思い、ＧＰＳプロッターの画面を見て、操業場所を検討

しながら航行を続けていたことから、前路で操業中のＢ船に気付か
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ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、針路を定める前に周囲を確認した際、船尾に積載してい

た漁網により、船首が浮上して船首方が見えにくい状態だったこと、

及び本件水路及び本件水路の出入口付近で操業中の他船を見掛けたこ

とがなかったことから、前路に他船がいないと思ったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、えりも港南西方沖において揚網しながら漂泊中、船長Ｂ

が、航行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれると思い、甲板上で視

線を下に向けて作業を行っていたことから、接近するＡ船に気付くの

が遅れたものと考えられる。 

原因  本事故は、えりも港南西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が揚

網しながら漂泊中、船長Ａが、前路に他船がいないと思い、ＧＰＳプ

ロッターの画面を見て、操業場所を検討しながら航行を続け、また、

船長Ｂが、航行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれると思い、甲板

上で視線を下に向けて作業を行っていたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中は、他の作業等に意識を向けることなく、操船

に専念すること。 

 ・船長は、見張りを行う際は、他船がいないと臆断することな

く、目視のほか、レーダーを活用して適切な周囲の見張りを行

うこと。 

 ・船長は、漂泊して操業中であっても、航行中の他船が自船を避

けてくれると思わず、常時適切な周囲の見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

えりも港 Ａ船 

事故発生場所 

（令和２年２月３日  

０６時４０分ごろ発生） 

えりも港南外防波堤西灯台 

Ｂ船（漂泊中） 

北海道えりも町 

 

北海道 

定置網 

定置網 

約１８kn 

本件水路の出入口 

針路を定めた場所 


